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効力発生日変更公告【一般・公益社団法人の効力発生日変更公告】
211

　当法人は、令和 ① 年 ① 月 ① 日予定の吸収合併の効力発生日を令和 ② 年 ② 月 ② 日に変更いたしましたので公告します。
　令和○○年○○月○○日　（※①）
　　○○県○○市○○○丁目○番○号
　　　　　　　　　一般社団法人○○○○○○
　　　　　　　　　　　代表理事　○○　○○


［注］消滅法人が掲載する公告。ただし連名で　掲載してもよい。
［注］効力発生日を①の日より後に変更する場合、①の日の前日までに公告すること。
［注］効力発生日を①の日より前に変更する場合、②の日の前日までに公告すること。
［注］ただし、変更後の効力発生日が異議申述　期間内になってしまうと、効力は発生し　ないことになるので要注意。
（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
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